
令和８年度 地域農業活動支援調査仕様書 
 
１ 委託業務名    

令和８年度 地域農業活動支援調査 
 
２ 業務の趣旨 

県内農業農村における女性の起業や経営参画を推進するため、農村女性や指導者となる
普及指導員等を対象に、農産加工技術及び知識の習得に係る研修、農業経営参画や起業化
への啓発、能力向上研修を実施するとともに、女性の経営参画に資する調査を実施する。 

                  
３ 業務の内容 
（１）加工技術向上支援 
 ア  農産加工技術向上研修の実施 

   １）研修資料の作成 
   ２）研修生の募集 
     農産加工に取り組む農業者・グループリーダー、農業普及指導センター普及 
      指導員、農協生活指導員等 
   ３）研修の実施 
    ①場所       研修室及び農産加工実習が可能な施設等 
    ②研修人数      30名程度（各回ごとの参加可）  
    ③研修日程・内容  年２回程度実施、農産加工に関する講義及び実習 
                  ※必要に応じて外部専門家へ支援要請可 
 
イ 研修生等への現地指導の実施 

  １）加工技術向上に係る現地指導の実施  
     ※必要に応じて外部専門家へ支援要請可 
  ２）研修後に寄せられた質問への回答、情報の提供 
 
（２）女性起業・経営参画推進 

    女性参画、能力向上促進のための啓発研修の実施 
   ①研修日程     年２回程度実施 
      ②研修内容         ・起業化、組織運営、マーケティング等の能力向上 
                           ・農村女性の経営・社会参画の啓発 
 
（３）先進的な女性農業者の活動事例の調査 

    主に女性が中心となって取り組む農産物加工・販売等の先進的活動事例の収集 

    ①県内及び県外事例  ２事例程度 
 
（４）成果報告書の作成 

  上記の結果を取りまとめた報告書を作成する。 
   ①研修成果、事例調査の取りまとめと今後の課題等を検討した報告書の作成 
   ②報告書の PDFデータの提出と印刷（100部程度） 
 
４ 委託予定期間 
    令和８年６月 22日（月）から令和９年３月 15日（月）まで 
 
５ 留意事項 
（１）受託者は、当該業務の遂行方法等について不明な点が生じたときは、その都度、県

と協議を行い、業務の円滑かつ適切な実施に努めるものとする。 
（２）本業務の実施に際して知り得た情報については、委託期間中に留まらず、委託期間

終了後もみだりに他に漏らしてはならない。 


